
三重県議会議員の政治倫理に関する条例（抜粋） 

 

議会制民主主義の健全な発展は、我々議員に対する県民の揺るぎない信頼が

あって初めて成し遂げられるものである。 

 そのためには、県民の負託を受けた我々議員の高い倫理観と深い見識が不可

欠である。 

 我々議員は、県民の厳粛な信託により、県民の代表として、県政に携わる権

能と責務を有することを深く認識し、公正、誠実、清廉を基本とし、厳しい倫

理意識に徹して、その使命の達成に努めなければならない。 

 ここに、本県議会は、県民に対して、議員の責務を明らかにし、議員の行為

規範となる政治倫理規準等を定める政治倫理に関する条例を制定する。 

 

（政治倫理規準） 

第３条 議員は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、公職選挙法（昭和２

５年法律第１００号）、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）等の諸

規定とともに、次に掲げる政治倫理規準を遵守して行動しなければならない。 

一 議員は、議員の品位と名誉を損なう行為により、県民の議会に対する信頼

を損ねてはならないこと。 

 

二 議員は、その権限や地位を利用して、自己や特定の者の利益を図ってはな

らないこと。 

 

三 議員は、利益を得ることを目的として、国若しくは地方公共団体が締結す

る売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、

特定の者に有利になるような働きかけをしてはならないこと。 

 

四 議員は、公正を疑われるような金品の授受を行ってはならないこと。 

 

五 議員は、道義的な批判を受けるような政治活動に関する寄附を受けないこ

と。また、その資金管理団体に、同様の寄附を受けさせないこと。 

 

六 議員は、国若しくは地方公共団体の公務員又は関係団体（指定管理者を含

む。）の役員若しくは職員に対し、その権限又はその地位による影響力を及

ぼすことにより公正な職務の執行を妨げる等不当な行為をしてはならない

こと。 


